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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面ライン（２１）に沿った測定機器（１）の移動行程の長さを測定するための測定装
置（２）と、予め定められた基準軸線（５）に対する、測定機器（１）の測定軸線（４）
の角度の変化を測定するための測定装置（３）とを備える自由可動の測定機器（１）を有
し、更に、前記測定装置（２，３）の行程と角度の測定値を処理して表面ライン（２１）
を表現するコンピュータ（６）と、このコンピュータ（６）へのデータ伝送装置とを有し
、移動行程の長さを測定するための測定装置（２）が互いに間隔をおいて配置された測定
輪（１５）と案内手段（１６）を備え、この測定輪と案内手段が表面ライン（２１）に対
して２つの接触個所を形成し、この両接触個所が測定軸線（４）上の点である、立体的な
体（２２）の表面ライン（２１）の形状と長さを検出するための測定ユニットにおいて、
角度変化を測定するための測定装置（３）が、測定機器（１）内に固定配置された、１本
ずつの測定軸線（８，１０）を有する２個の加速度センサ（７，９）を備え、この加速度
センサ（７，９）の測定軸線（８，１０）が共通の平面内に配置され、両測定軸線（８，
１０）がこの平面内で互いに直角であり、移動行程のための測定装置（２）の測定軸線（
４）が同様にこの共通の平面内に配置されており、重力加速度の方向によって定められた
垂直軸線である基準軸線（５）に対する両加速度センサ（７，９）の測定軸線（８，１０
）の位置の変化によって発生される測定信号の組み合わせをコンピュータ（６）により評
価することによって、両加速度センサ（７，９）の測定軸線（８，１０）により構成され
る測定面内での測定機器（１）の角度が測定されることを特徴とする測定ユニット。
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【請求項２】
　第１と第２の加速度センサ（７，９）を備えた角度変化を測定するための第１の測定装
置（３）に加えて、角度変化を測定するための第２の測定装置（１３）が設けられ、この
第２の角度測定装置（１３）が、測定機器（１）内に固定配置された第３の加速度センサ
（１１）と第１の測定装置（３）の両加速度センサ（７，９）の一方を備え、この第３の
加速度センサ（１１）の測定軸線（１２）が第１の測定装置（３）の両加速度センサ（７
，９）の測定軸線（８，１０）の平面に対して直角であり、基準軸線（５）に対する、第
１の測定装置（３）の加速度センサ（７，９）の一方と第３の加速度センサ（１１）の測
定軸線（８又は１０，１２）の位置の変化によって発生される測定信号の組み合わせをコ
ンピュータ（６）により評価することによって、第１の測定装置（３）の加速度センサ（
７，９）の一方と第３の加速度センサ（１１）の測定軸線（８又は１０，１２）により構
成される測定面内での測定機器（１）の角度が測定されることを特徴とする請求項１記載
の測定ユニット。
【請求項３】
　各々の加速度センサ（７，９，１１）がエネルギー源（２３）とトランスデューサ（３
１）に接続され、トランスデューサ（３１）がインターフェース（３０）とデータライン
（２９；２７，２８）を介してコンピュータ（６）に接続されていることを特徴とする請
求項１または２記載の測定ユニット。
【請求項４】
　移動行程のための測定装置（２）がトランスデューサ（３４）に接続され、このトラン
スデューサ（３４）がインターフェース（３０）とデータライン（２９；２７，２８）を
介してコンピュータ（６）に接続されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一
つに記載の測定ユニット。
【請求項５】
　移動行程のための測定装置（２）の測定輪（１５）が長さの値をデジタル電気信号に変
換するための装置を備えていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の測
定ユニット。
【請求項６】
　自由可動の測定機器（１）が少なくとも１個の制御キー（１９，２０）を有する入力機
器（３２）と、この入力機器に接続されたマイクロプロセッサ（３３）と、コンピュータ
（６）に通じるデータライン（２９；２７，２８）を備えていることを特徴とする請求項
１～５のいずれか一つに記載の測定ユニット。
【請求項７】
　自由可動の測定機器（１）とコンピュータ（６）の接続部が、データの無線伝送のため
の装置からなり、自由可動の測定機器（１）とコンピュータ（６）に、各々１個の送信／
受信ユニット（２７，２８）が配置され、測定機器（１）のすべてのデータラインがこの
送信／受信ユニット（２７）に接続されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか
一つに記載の測定ユニット。
【請求項８】
　測定機器（１）またはコンピュータ（６）が入力／出力ユニットの形式のマイクロプロ
セッサ（３３）を備え、このマイクロプロセッサ（３３）が測定機器（１）の入力機器（
３２）とコンピュータ（６）の入力機器（２４）との切換え要素として形成されているこ
とを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の測定ユニット。
【請求項９】
　測定機器（１）が光学的な表示装置（４１）を備えていることを特徴とする請求項１～
８のいずれか一つに記載の測定ユニット。
【請求項１０】
　光学的な表示装置（４１）が少なくとも１個の発光ダイオードまたは液晶ディスプレイ
からなっていることを特徴とする請求項９記載の測定ユニット。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
　本発明は、表面ラインに沿った測定機器の移動行程の長さを測定するための測定装置と
、予め定められた基準軸線に対する、測定機器の測定軸線の角度の変化を測定するための
測定装置とを備える自由可動の測定機器を有し、更に、前記測定装置の行程と角度の測定
値を処理して表面ラインを表現するコンピュータと、このコンピュータへのデータ伝送装
置とを有し、移動行程の長さを測定するための測定装置が互いに間隔をおいて配置された
測定輪と案内手段を備え、この測定輪と案内手段が表面ラインに対して２つの接触個所を
形成し、この両接触個所が測定軸線上の点である、立体的な体の表面ラインの形状と長さ
を検出するための測定ユニットに関する。
【０００２】
　このような測定ユニットは、特に、関節を有する体、特に人体の、体の輪郭および運動
範囲のうちの形状や長さを検出および走査するために使用される。その際、脊柱の推移の
形状や長さの検出と、可動性のチェックのための測定と、例えば股関節や膝関節のような
他の関節の運動過程の測定が重要である。このような測定ユニットは、例えばドイツ連邦
共和国特許第４０９０２２８号公報によって知られている。この公報には、脊柱の測定の
範囲においていろいろな用途が記載されている。この公知の構造体の場合、自由可動の測
定機器が設けられている。この測定機器は、データを評価および表示するためにコンピュ
ータに接続されている。可動の測定機器内には、測定機器の移動行程の長さを測定するた
めの測定装置と、電気的な行程測定トラスデューサが設けられている。この行程測定装置
は、測定機器の移動の際に測定すべき表面またはライン上を転動する走行ローラまたはロ
ールと、この転動運動を電気信号に変換するためのそれ自体公知の手段、例えばインクリ
メンタル行程センサを備えている。測定機器は、更に、鉛直振り子装置の形式の角度測定
装置を備えている。この鉛直振り子装置は、９０°だけ旋回した２つの位置で使用可能で
あるように形成されている。これにより、第１の測定過程で、可動の測定機器を表面ライ
ンに沿って移動させることによって一方向の湾曲を決定し、この移動を繰り返し、９０°
だけ鉛直振り子装置の位置を変えることによって、それに対して直角の平面内での表面ラ
インの湾曲を決定することが可能になる。表面ラインの湾曲と形状を検出するために、こ
の表面ラインの所定の個所または行程区間で、角度のずれを鉛直振り子によって検出し、
それから表面ラインの湾曲を決定する。角度測定のために使用される鉛直振り子は、比較
的敏感で相応に高価な測定機器であり、市販の実施形では角度測定範囲が制限される。例
えば背中に障害を有する患者の場合に人体の測定をする際、立っている体および横になっ
ている体を測定しなければならないときには、これらの異なった測定では、測定機器また
は鉛直振り子装置を、患者のその都度の姿勢に合わせて切換える必要がある。その結果、
電子測定機器をその都度新たに準備し、測定の出発個所を相応にスタートさせなければな
らない。これは、時間がかかり、測定結果のずれと誤差を生じさせることになる。という
のは、その間の患者の動きを排除することができないからである。
【０００３】
　人の背中の輪郭を検出するための他の測定ユニットは、ドイツ連邦共和国特許出願公開
第４４０２５６２号公報によって知られている。この測定ユニットの場合には、可動の測
定機器内で、同様に、角度測定のための鉛直振り子が使用される。この鉛直振り子は、十
分に拡大された角度の測定範囲を有するが、しかし、内部構造が複雑で敏感な測定機器で
あるという欠点がある。従って、この測定ユニットは、相応に高価であり、注意深い取扱
いと、正確な使用を必要とする。測定の際、鉛直振り子はできるだけ垂直平面内になけれ
ばならない。なぜなら、そうでないと、緩衝によって測定結果に誤りが生じるからである
。垂直平面からのズレが大きすぎる場合には、測定は不可能となる。
【０００４】
　従って、実際には一層の困難が生じる。というのは、表面ラインの形状と長さを検出す
べきである測定対象を、測定ユニットの許容測定範囲に一致する位置に移動しなければな
らないからである。特に人体を測定する際および測定または連続測定を迅速に行う所では
、これは測定の処理手順を困難にする。従って、公知の測定ユニットは、相応のスクーリ



(4) JP 4503848 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

ングおよび使用のトレーニングを必要とする。相応にトレーニングされた使用者でも、測
定を行うためには、部分的にいまだ相当の時間がかかる。その場合、特に角度測定装置の
切換えとその都度の準備に時間がかかる。
　英国特許第２０４５９３８号公報により、対象の寸法を測定するための他の装置が知ら
れている。この装置は、突出する測定尖端部を備えたピストル型測定装置である。測定尖
端部の前端部の加速度値を６つの自由度で検出するために、測定尖端部に対して間隔をお
いて、６個の加速度センサがピストル型測定装置に配置されている。この装置は、互いに
間隔を有する対象の場所を測定するためのものであり、従って、場所毎に測定を行うこと
ができる。しかし、この装置は、表面ラインに沿った連続的な測定のためには適していな
い。柔らかい表面を有する物体の測定、例えば人体の測定は、測定尖端部が押付け力に依
存して異なった深さで表面内に侵入するので不可能である。更に、測定尖端部の自由端回
りのピストル型測定装置の傾動運動の測定がきわめて困難であり、かつ多大な計算を必要
とするので、測定精度も保証されない。迅速な傾動運動は、結果として測定エラーを生じ
させる。全部で６つのセンサは、線形の加速度値を検出する。この場合、センサは、加速
度の所定の最小値から初めて、充分に正確な測定を可能にする。
【０００５】
　本発明の課題は、一平面内での体の表面ラインの形状と長さの検出が０～３６０°にわ
たって可能であり、測定機器の姿勢の変化時または測定過程の交替時に、測定機器の準備
や較正が不要であり、立体的な角度変化を測定するための測定装置が自由可動で、構造が
簡単であり、互いに直角な２つの測定面に関して同じ測定過程でまたは空間ベクトルとし
て表面ラインの推移を測定することができる、測定ユニットまたは測定機器を提供するこ
とである。
【０００６】
　この課題は、請求項１の特徴部分に記載された特徴によって解決される。本発明の他の
有利な実施形は、従属請求項の特徴を有する。
【０００７】
　本発明による測定ユニットの場合には、可動の測定機器が、技術水準で説明したような
表面ラインに沿った移動行程の長さを測定するためのそれ自体公知の測定装置を備えてい
る。測定機器の測定軸線の角度変化を測定するための、２個の加速度センサを備えた測定
機器が、上記の公知の長さ測定装置と組み合わせて形成されている。測定装置の角度変化
を測定するために加速度センサを使用すると、正確に定められた測定軸線を有し、可動の
部品が設けられていないセンサを使用することができるという利点がある。可動の部品は
、軸線回りに旋回可能に支承しなければならないか、あるいは緩衝要素を備えていなけれ
ばならない。これにより、角度変化を測定するための測定機器の構造が非常に簡単になり
、故障のし易さが著しく低減される。使用のために提案された加速度センサは、移動され
る対象のその測定軸線方向の加速度と減速度を検出するために通常使用されるセンサであ
る。このようなそれ自体公知のセンサは、動かない状態で、すなわち測定軸線の方向に運
動成分を有していない状態で、測定軸線の角度変化の際に測定信号を発生する特性を有す
る。この作用は、常にセンサに作用する標準的な重力または重力加速度に基づいている。
測定軸線が重力の軸線に対して平行であるように加速度センサが配向されていると、全重
力加速度が加速度センサの測定要素に作用する。加速度センサの測定軸線が重力の軸線に
対してぴったり直角であると、加速度センサの測定要素は振れず、測定軸線方向に重力加
速度の成分も作用しない。０°と９０°の間の角度位置に応じて、加速度センサは異なる
測定信号を発生する。この測定信号から、重力の軸線に対する、加速度センサの測定軸線
の角度位置を導き出すことができる。公知の加速度センサは、センサと一体化された回路
とからなっている。この回路は、通常、電流用端子と信号出力部を備えた閉鎖されたユニ
ットとして形成されている。しかし、加速度センサによって発生された信号は、角度に線
形に比例しないで、重力の軸線に対して９０°の範囲の感度が最も良好で、測定軸線が重
力の軸線に対して平行な姿勢で動く範囲の感度が最も低い。
【０００８】
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　測定平面内に２個の加速度センサを配置すると、他の利点が生じる。この加速度センサ
の測定軸線は、この共通の平面内にあり、互いに直角である。この両加速度センサの出力
信号が互いに結合されると、重力の軸線に対する所定の角度に対しての一義的な対応が得
られ、同時に高い精度が得られる。というのは、常に両センサの一方が感度の高い範囲で
作用するからである。両加速度センサが回転軸線に依存せず、その測定軸線が基本的には
空間内で任意に配置可能であるので、移動行程のための測定装置の測定軸線がこの共通の
平面内に位置するように、加速度センサの両測定軸線を配置した平面を測定機器内で配向
することができるという利点がある。加速度センサの出力信号はトランスデューサ（測定
値ピックアップ）に供給され、このトランスデューサは、インターフェースとデータライ
ンを介してコンピュータ、好ましくはパーソナルコンピュータに接続されている。このデ
ータラインはケーブルによって形成可能である。しかし、特に有利な解決策では、トラン
スデューサのデータが無線でコンピュータに伝送される。これにより、測定機器の自由な
可動性が高められ、操作員にとって容易に取扱い可能である。
【０００９】
　第３の加速度センサを使用することにより、この第３の加速度センサが角度変化を測定
するための第１の測定装置の両センサの一方と、第２の測定装置を形成することによって
、角度変化を測定するための第２の測定装置を簡単かつ有利に形成可能である。この場合
、この第３の加速度センサの測定軸線は、第１の両加速度センサの測定軸線によって形成
された平面に対して直角な平面内に配置されている。各々２個のセンサが第１と第２の測
定装置に統合されていることにより、互いに垂直な２つの平面内の角度変化を測定するこ
とができる。この場合、測定範囲は、センサの一方が感度の良好な測定範囲内にあるので
、両平面の各々において０～３６０°にわたって延びている。重力の軸線に対する測定軸
線の角度に依存する信号曲線の特性が正確に知られているので、角度は、非常に正確にか
つ全範囲にわたって測定可能である。本発明による測定ユニットには、更に、加速度セン
サのいろいろな製品が使用可能であるという利点がある。というのは、その信号特性また
は測定特性が最初から知られているからである。適当なソフトウェアを用いてコンピュー
タで測定信号を評価することにより、立体的な任意の角度を、Ｘ軸線、Ｙ軸線およびＺ軸
線において測定することができる。この測定信号は、必要な場合にはベクトルに変換可能
である。行程測定による測定値に関連して、角度測定の測定値は、体の表面ラインの推移
を表現するために使用される。
【００１０】
　体の表面ラインの形状と長さ、例えば人の脊柱の形状を検出するために、測定機器は、
脊柱または表面ラインに沿って移動される。その際、移動行程の長さを測定するための測
定装置は、相応の移動運動を感知し、そしてトランスデューサを介して測定値がデータと
してコンピュータに伝送される。これに加え、予め定めた行程の区間およびまたは時間の
区間において、角度変化を測定するための測定装置を介して、表面ラインの傾斜角度が測
定される。所定の測定個所に属するこれらのデータから、この測定個所の範囲内の表面ラ
インの推移が計算され、そして多数の測定個所から全体のカーブの推移または全体の表面
ラインの推移が計算される。これは、プリンタまたはディスプレイのようなそれ自体公知
の出力機器で表現されるかまたは出力され、観察者にアクセス可能となる。測定機器の運
動中、運動曲線の中間状態と最終状態を測定し、表現することができる。本発明による測
定ユニットは、出発位置で較正を必要としない。なぜなら、センサの測定値に基づいて、
重力の軸線に対して測定機器の測定軸線がどの位置を占めるかを常に正確に確かめること
ができるからである。これは、例えば背中または関節に苦痛のある患者での測定の進行を
容易にする。なぜなら、この苦痛が必ずしも所定の測定位置を占めないからである。標準
測定のために、少なくとも１個または複数の近似的な普通の位置から出発すると合目的で
ある。これは、測定過程の相互の比較と表示された結果の評価を容易にする。操作員に充
分な経験があり、適当なソフトウェアを使用すると、本発明による測定ユニットは、任意
の位置の測定を可能にする。すなわち、この測定ユニットの使用範囲は大幅に拡張される
。この使用範囲の拡張にもかかわらず、測定機器は、取扱い操作が容易であり、故障しに
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くい。
【００１１】
　少なくとも１個の制御キーを備えた入力機器を可動の測定機器に配置したことにより、
ＰＣ内でのデータ処理のための制御機能がこの制御キーを介して制御可能であり、例えば
測定中にコンピュータの本来の操作キーボードがこの制御キーによって置き換えられるこ
とによって、操作性が改善されるという利点がある。その結果生じる作業の容易化は相当
のものであり、迅速で正確な作業を可能にする。表示装置を測定機器に配置したことによ
り、一層の改善が達成される。この表示装置は、発光ダイオード（ＬＥＤ）によってある
いは液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のようなそれ自体公知の他の装置によって形成可能であ
る。発光ダイオードは、所定の運転状態を光学的に表示することができる。液晶ディスプ
レイを使用すると、記号、数字または文字で表示するための可能性が広がる。この表示装
置は、操作員の注意を測定過程や測定機器に向けることができる。というのは、測定機器
のすべての運転情報が表示可能であるからである。これは、測定過程を一層容易にし、加
速することになる。
【００１２】
　次に、実施の形態を示す図を用いて、本発明を詳しく説明する。
　図１は、自由可動の本発明による測定機器１を示している。この測定機器１は、人間工
学的に形成されたケーシング１４を備えている。このケーシングは、手の中に簡単にかつ
快適に手で持つことが可能である。ケーシング１４内には、測定輪１５と案内輪１６が支
承されている。案内輪１６と測定輪１５は、案内軸線４の方に向けられ、測定軸線４に沿
った矢印１７の方向に測定機器１の移動行程の長さを測定する測定装置２（図２参照）の
一部である。測定機器１は、更に、図２に示した入力機器３２の一部である２個のキー（
ボタン）１９，２０を備えている。測定機器１のケーシング１４内には、更に、基準軸線
５に対する測定機器１または測定軸線４の角度偏差を測定するための第１の測定装置３と
第２の測定装置１３が設けられている。その際、両測定装置３，１３は概略的に示してあ
る。基準軸線５は、重力加速度の方向の軸線によって、すなわち重力の軸線によって形成
され、従っていかなる場合にも定義され、予め設定される。測定軸線４の角度変化を測定
するための第１の測定装置３は、測定軸線８を有する第１の加速度センサ７と、測定軸線
１０を有する第２の加速度センサ９を備えている。この場合、両加速度センサ７，９の両
測定軸線８，１０は共通の平面内にあり、互いに直角である。加速度センサ９の測定軸線
１０は、図１に示した測定機器１の位置において、基準軸線５に対して直角であり、加速
度センサ７の測定軸線８は、基準軸線に対して平行に延びている。この場合、両加速度セ
ンサ７，９を含む測定装置３は、両軸線８，１０によって定められた測定平面が長さ測定
のための測定装置２の測定軸線４と同じ平面内に位置するように測定機器１のケーシング
１４に組み込まれている。角度変化を測定するための第１の測定装置３によって、基準軸
線５に対する測定機器１の角度変化が測定される。この角度変化は、測定機器１を回転さ
せるときに測定軸線４と基準軸線５によって形成された平面内で発生する。第２の加速度
センサ９と第３の加速度センサ１１によって、角度変化用の第２の測定装置１３が形成さ
れている。この場合、この両加速度センサ９，１１の測定軸線１０，１２は同様に互いに
直角であり、その測定平面は、角度変化用の第１の測定装置３の加速度センサ７，９の両
測定軸線８，１０が位置する測定平面と直角である。角度変化のためのこの第２の測定装
置１３は、特に、測定機器１がほぼ垂直な位置で使用されるときに、すなわち長さ測定の
ための測定軸線４がほぼ基準軸線５の方向に延びるときに使用される。加速度センサ７，
９，１１は、電子回路に一体化された市販の電子部品である。３個の加速度センサ７，９
，１１の各々は、単独で機能し、そのためにエネルギー供給部または電流用端子および信
号出力部を備えている。加速度センサ７，９または９，１１を２個ずつ角度変化用測定装
置３または１３に統合すると、測定軸線８，１０または１０，１２によって定められる平
面内で０～３６０°の正確な角度測定が可能である。従って、３個の加速度センサ７，９
，１１の本発明による配置構造は、互いに垂直な２つの垂直平面内での角度変化または基
準軸線５に対する測定機器１の２つの角度位置の同時測定を可能にする。この角度値は、
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表面ライン２１（図２参照）の長さを測定するための測定装置２によって検出される表面
ライン２１の所定の位置に対応させることができる。このデータから、後述のように、立
体的なカーブの、例えば表面ライン２１の形状を決定することができる。測定機器１は、
更に、発光ダイオード（ＬＥＤ）４１を備えている。この発光ダイオードは、光学的な情
報のための表示装置または出力機器を形成する。明るい状態または暗い状態によっておよ
びまたは例えば赤／緑の異なる色の表示によって、測定過程の所定の状態を表示すること
ができる。必要時には、ＬＥＤは、液晶ディスプレイによって置き換え可能である。これ
は、膨大な情報、例えば文字や記号の表示または出力を可能にする。
【００１３】
　図２には、体２２の表面ライン２１の形状と長さを検出するための測定ユニットが概略
的に示してある。図示した実施の形態では、人体２２の脊柱の長さと形状、すなわち矢状
面内の脊柱の表面ライン２１を検出するために、測定機器１が使用される。この場合、体
２２は立った状態が示してある。しかし、体は、背を丸めた状態または横になった状態で
もよい。図２の右側部分には、測定機器１が拡大して概略的に示してある。測定機器１は
コンピュータ６に接続されている。このコンピュータは、適切なソフトウェアを用いて、
測定機器１によって検出された測定データを処理し、体２２の脊柱の表面ライン２１を表
現する。コンピュータ６は、それ自体公知のごとく、キーボード２４の形式の入力機器、
ディスプレイ２５、プリンタ２６および場合によっては他のハードウェア要素に接続され
ている。図２に示した実施の形態では、測定機器１とコンピュータ６との間でデータを伝
送するために、データの無線伝送をするための装置が設けられている。そのために、測定
機器１とコンピュータ６には、各々１個の送信／受信ユニット２７または２８が設けられ
ている。この送信／受信ユニットは、公知のごとく、無線通信または赤外線信号によって
データ伝送するために適している。しかし、破線２９で示すように、データラインとして
ケーブルを使用することができる。これは、測定機器１の自由な可動性を損なう。測定機
器１はインターフェース３０を備えている。このインターフェースには、測定機器１のす
べての測定装置２，３，１３がデータラインを介して接続されている。表面ライン２１に
沿った矢印１７方向の測定機器１の移動行程を測定するために、測定機器１は長さを測定
するための測定装置２を備えている。矢印１７方向に測定機器１が移動する際に、測定輪
１５が体２２の表面で転動する。その結果生じる、軸線回りの測定輪１５の回転運動は、
増分検出され、対応するデータがトランスデューサ３４を経てインターフェース３０に供
給される。更に、少なくとも１個の操作キー、特に２個の操作キー１９，２０を備えた入
力機器３２が設けられている。この入力機器は、マイクロプロセッサ３３に接続されてい
る。図示した実施の形態では、このマイクロプロセッサ３３は、データ記憶装置と入出力
ユニットを備えている。この場合、データ記憶装置は、行程と角度の測定データを一時的
に記憶することができる。このデータのアクセスは、測定機器１の入力機器３２を介して
あるいはコンピュータ６の入力機器、例えばキーボード２４を介して行うことができる。
マイクロプロセッサ３３またはその入出力ユニットは切換え要素を備えている。この切換
え要素は、制御装置を、測定機器１の入力機器３２またはコンピュータ６の入力機器また
はキーボード２４に選択的に割り当てる。適当な切換え要素をコンピュータ６内のプロセ
ッサに設けることができる。マイクロプロセッサ３３の入出力ユニットを介して、光学的
な表示装置４１が制御される。図示した実施の形態では、発光ダイオードのことである。
この発光ダイオードは、測定の所定の状態をいろいろな色によって表示し、発光させたり
、発光させなかったりして状態を表示する。測定の開始のための準備は、例えば緑色に発
光させることによって表示される。更に、複数の発光ダイオードを配置し、マイクロプロ
セッサ３３によって接続すると合目的である。バッテリまたは充電可能な蓄電池からなる
エネルギー源２３は、長さ測定用の測定装置２と角度変化を測定するための測定装置３，
１３と場合によっては他の電気的構成要素に給電するために役立つ。角度変化を検出する
ための測定装置３，１３は、同様にトランスデューサ３１に接続されている。このトラン
スデューサ自体は、インターフェース３０に接続されている。図２に原理的に示した、測
定機器１の角度変化または角度位置を測定するための第１の測定装置３は、２個の加速度



(8) JP 4503848 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

センサ７，９を備えている。
【００１４】
　本実施の形態で使用される加速度センサ７，９，１１は、それ自体公知の種類のセンサ
であり、一般的には測定軸線８，１０，１２の方向における加速度または減速度を測定す
るために使用される。本発明による測定機器１の場合には、次のような加速度センサ７，
９，１１の特性が利用される。すなわち、加速度センサが動かない状態でも、すなわちそ
の測定軸線８，１０，１２の方向に運動成分を有していない状態でも、重力加速度の軸線
５に対して測定軸線８，１０，１２の位置が変化すると、測定信号を発生するような特性
が利用される。この場合、表面ライン２１に沿った測定機器１の運動によってセンサに作
用する加速力または減速力は無視することができる。なぜなら、この力は、ここで運動速
度が発生した場合でも、信号の変化が生じないからである。加速度センサ７，９，１１は
、重力の軸線５に対する角度の変化の方向に応じて、正または負の信号を発生するという
利点がある。これにより、角度偏差の方向を決定することができる。普通の加速度センサ
７，９，１１の場合には、出力値に対する入力値の比を示す特性曲線は線形ではない。測
定装置３内で行われたセンサ７，９の配置構造によって、センサの測定軸線８または１０
は互いに直角である。図２に示した位置で、両測定軸線８，１０は、図の平面に一致する
測定平面を定める。測定機器１が表面ライン２１に沿って移動する際にこの平面内で傾動
し、加速度センサ７，９の両測定軸線８，１０の角度が基準軸線すなわち重力の軸線５に
対して変化すると、センサ７，９は測定信号を発生する。この測定信号は、角度位置に依
存して、図３に示す特性曲線を生じさせる。
【００１５】
　図３に示したグラフにおいて、軸線３７の方向に、基準軸線５に対する測定軸線８また
は１０の角度変化が記入され、それと直角の軸線３８上に、例えば電圧値としての測定信
号が記入されている。この場合、曲線３９は加速度センサ７の特性曲線を示し、曲線４０
は加速度センサ９の特性曲線を示している。この特性曲線グラフから判るように、加速度
センサ７は、０°から約６０°までの角度変化範囲において非常に良好な分解能を有する
。しかし、９０°に至るまでの範囲では分解能が悪くなっている。すなわち、測定結果は
不正確である。これに対して、加速度センサ９の特性曲線は、その信号が０°から約３０
°までの範囲では分解能が低いこと、すなわち測定結果が不正確であることを示し、約３
０°から９０°までは分解能が非常に良好であること、従って測定精度が非常に高いこと
を示している。それにもかかわらず、０～３６０°の全体範囲内で正確な測定を行うこと
ができるようにするために、両加速度センサ７，９が一対の測定要素を形成し、すべての
角度位置で両センサ７，９の信号が検出される。その結果生じる対の測定信号または対の
測定値は、所定の角度に対する正確な対応を０～３６０°の全体範囲にわたって可能にす
る。表面ライン２１上の測定個所３５に対応する、図２に示した測定機器１の位置では、
加速度センサ７については０の測定値が生じ、加速度センサ９については＋２の測定値が
生じる。これにより、測定機器１が垂直位置にあり、案内輪１６が上向きであることが一
義的に判る。測定機器１が１８０°だけ回転すると、すなわち案内輪１６が下方に向けら
れると、加速度センサ７は、更に測定値０を出力し、加速度センサ９は－２の測定値を出
力する。本発明による測定ユニットの場合、この測定値データの処理は、ソフトウェアを
用いてコンピュータ６で行われる。しかし、処理は、部分的にマイクロプロセッサ３３で
行い、適当に処理されたデータをコンピュータ６に供給することもできる。測定輪１５と
案内輪１６が規定通りに表面ライン２１上に載っているときに、体２２の表面ライン２１
上の測定個所３６に関して、測定機器１の測定軸線４′は、基準軸線５に対する角度偏差
を有する。この状態で、センサ７は０．９６の測定値を出力し、センサ９は１．７５の測
定値を出力する。この対の測定値は、＋３０°の角度の場合にのみ発生し、従って測定機
器１の位置または測定軸線４，４′の姿勢は正確に決定可能である。これは、体２２が立
っている場合でもかがんでいる場合でも横になっている場合でも、表面ライン２１上のす
べての個所について当てはまる。
【００１６】



(9) JP 4503848 B2 2010.7.14

10

20

30

40

　本発明による測定ユニットは、矢状面内、すなわち図２の図の平面に対して平行な平面
内の表面ライン２１の形状と長さを測定すると同時に、それに対して直角の前額面内の表
面ライン２１の形状の検出を可能にする。そのために、測定機器１は、図４に示すように
、角度偏差を検出するための第２の測定装置１３を備えている。この測定装置１３は、同
時に第１の角度測定装置３に所属する加速度センサ９と、更に第３の加速度センサ１１を
備えている。この第３の加速度センサ１１の測定軸線１２は、加速度センサ９の測定軸線
１０と加速度センサ７の測定軸線８に対して垂直である。測定装置１３の両加速度センサ
９，１１の両測定軸線１０，１２は、測定装置３の測定平面に対して直角の測定平面を決
定する。両測定軸線１０，１２によって決定されるこの測定平面は、図示した実施の形態
では、図４の図の平面に一致する。測定機器１が表面ライン２１に沿って移動すると、長
さまたは距離区間を測定するための測定装置２が、対応する測定データを発生させ、そし
て各々の測定位置で、角度を測定するための測定装置１３によって、対応する測定データ
が出力される。この場合、図２，３に関連して既に説明したように、両加速度センサ９，
１１の測定信号は、統合された対の測定値を形成する。この対の測定値は、前額面内での
基準軸線または重力の軸線５に対する測定機器１の測定軸線４の角度を一義的に決定する
ことができる。この測定データは、更に、コンピュータ６内で適当なソフトウェアによっ
て処理され、そして表面ライン２１の形状、すなわち上記の実施の形態では前額面内の脊
柱の湾曲（側彎症）を示す。
【００１７】
　矢状面または前額面内の表面ライン２１の推移および形状を測定するために、通常は、
角度偏差を測定するための第１または第２の測定装置３または１３によって検出される測
定データで充分である。しかし、両平面内に大きな角度偏差がある場合、理想的な垂直平
面からの測定平面の振れに留意し、補正する必要がある。これは、両測定装置３，１３を
本発明により配置する場合に可能である。なぜなら、測定平面に対して直角の平面内での
振れを示す、第３の加速度センサ１１または７のそれぞれの測定信号が供されるからであ
る。この第３の測定センサ１１または７によって生じた測定データは、他の両加速度セン
サ７，９または９，１１の対の測定データを補正するために使用される。３個の加速度セ
ンサ７，９，１１の本発明によるユニットは、測定機器１に簡単に組み込むことができ、
低コストであり、そして故障しにくい。更に、異なる測定特性曲線を有する加速度センサ
７，９，１１を使用することができる。この場合、特性曲線は、広い範囲において線形お
よび非線形の間で形成可能である。表面カーブ２１に沿った移動行程の長さを測定するた
めの測定装置２と、角度変化を測定するための両測定機器３，１３は、小型にかつコンパ
クトに形成可能であるので、測定機器１は、きわめて軽量にかつ取扱いやすいように形成
可能である。特に測定機器１とコンピュータ６の間でデータを無線伝送する場合、測定ユ
ニットの非常に良好な取扱いおよび操作性が得られる。操作キー１９，２０を備えた入力
機器３２と表示装置４１の形式の制御要素を測定機器１に配置することによって、操作は
一層容易になる。測定は、迅速にかつ簡単に行うことができる。これは、脊柱の形状と長
さの測定についてだけでなく、人体２２または他の対象の他の関節の形状や可動性の測定
についても当てはまる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による測定ユニットの測定機器の斜視図である。
【図２】　本発明による測定ユニットの概略図である。
【図３】　測定角度に依存して対のセンサの出力信号を示すグラフである。
【図４】　図２に示した測定平面に対して直角の測定位置を概略的に示す図である。
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